
制度変更でビジネス環境激変

第３回　医薬品市場

　

域内最大規模、高い小売価格が特徴
　
　インドネシアの医薬品市場は、2011年時点で約68
億米ドル（小売価格ベース、約6,500億円）で、2000
年以降は年平均11.3％と高い成長率で拡大している。
ＯＴＣ医薬品（処方箋が不要な一般用医薬品）も含め
ると、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の中で最も
市場規模が大きい。
　インドネシアの医療用医薬品は、ノンブランドジェ
ネリック、ブランドジェネリック、新薬の３つに分け
ることができる。ノンブランドジェネリックは保健省
所管の政府系製薬企業が製造するジェネリック医薬品
（後発薬）で非常に安価。貧困層用保険(JAMKESMAS)で
使用が認められている医薬品の大半を占める。ブラン
ドジェネリックは民間企業が製造するジェネリックで、
大半は国内企業が製造している。公的保険の医薬品リ
ストに収載されているものは公定価格だが、それ以外
は自由薬価で販売されている。新薬の大半は輸入品で
あり、外資企業が扱っている。公的保険でカバーされ
ているものはほとんどなく、自由薬価で販売されてい
る。
　インドネシアの医療用医薬品の小売価格は、他国と
比較して大幅に高い。物流コストが高いことが主因で
あり、マージン率は最終的に元値の54～88％になると
いわれている。特に新薬の価格が高く、国際指標価格
（国際市場での医薬品価格の指標）の22倍以上で販売
されているというデータがある。
　使用する医薬品の選択には、医師の意思決定が最も
重要であり、病院は利益率の高い新薬を勧める傾向に
ある。患者の経済状況に合わせて、ジェネリックも処
方される。政府は2010年に医療費の拡大を抑えるた
め、「薬剤師が新薬・ブランドジェネリックをノンブラ
ンドジェネリックに置き換える権利がある」としたが、
実際には置き換えが進んでいない。医師が選択した薬
剤に対する患者の抵抗が大きいためといわれている。
　

販売許可の厳格化と国民皆保険
　
　医療用医薬品に関連する規制のうち、近年大きく変

わることが想定されているものが２つある。
　ひとつ目は、政府が2010年から国内に製造機能を所
有しない企業に対して販売許可を与えない方針に切り
替えたことである。現在は工場設置のための２年間の
猶予期間だが、もうすぐ実際に運用が開始される予定
である。この許認可の変化は、輸入品中心でビジネス
を行っていた外資製薬企業に大きな影響を与えており、
多くが工場を設置し、政策の変更に対応している。既
に工場を保有している別の企業に対し、製造を委託し
始める企業も出てきている。　

　２つ目は、2014
年から導入され
る予定の国民皆
保険制度である。
従来は自由薬価
の医薬品を処方
されていた無保
険者が保険に加

入することで、保険収載リストから医薬品を選択する
患者が増加すると思われる。新薬は公的保険でカバー
されないものが多いこと、ノンブランドジェネリック
はもともと公的保険に収載されていることから、ブラ
ンドジェネリックを販売している製薬企業にとって、
保険収載リストに製品を掲載することの重要性が増し
てくることが想定される。
　

規制変化後のメーカーの打ち手
　
　日系企業の対象となる市場は、新薬とブランドジェ
ネリックの２つである。新薬については、国内に製造
機能を持つという条件をどうクリアするかが、工場を
持たない企業、これから参入する企業にとって重要に
なってくる。打ち手として以下の２つが考えられる。
ひとつ目は、必要な分だけ他社に製造委託して市場の
成長に合わせて製造量を増やし、順次販売体制も拡張
していくという方法だ。投資額が少ない一方で委託先
の力がどうしても強くなり、今後の市場の拡大に合わ
せて自社都合だけで生産能力を拡大できないというリ
スクがある。
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　２つ目の打ち手としては、工場を立ち上げて製造機
能を保有し、製造した医薬品を売り切る販売体制を構
築することが考えられる。市場成長に合わせて柔軟に
対応できる上、製造コストを下げることが可能だが、
投資額が大きくなる。さらに医薬品市場に占める新薬
比率も低いため、投資回収に時間がかかる。欧米製薬
企業も、これらの打ち手のどちらかをとっており、既
に工場を保有している企業については、市場成長を最
大限取り込むために、製造能力を強化している真っ最
中である。　

　ブランドジェ
ネリック市場に
ついても、２つの
打ち手が考えら
れる。ひとつ目
は、国民皆保険制
度の実現を見越
し、保険リストへ
の収載をめざす

薄利多売モデルをとることだ。保険機関からの値下げ
圧力は強くなるが、対象患者数は大きくなることが確
実である。ただし国内製薬企業との価格競争は必須な
ので、原薬の輸入から物流コストまで、徹底的に低価
格実現の打ち手を取ることが必要となる。
　もうひとつは、保険収載をされていなくても医師に
処方選択してもらえる高付加価値型モデルの選択だ。
これを成功させるためには、医師の処方を促すために、

製品情報の提供能力の強化と製品のブランド構築が重
要となる。日系企業が参入する場合は、長期収載品（特
許の切れた医薬品）を持ち込んで日本での販売実績を
活用したり、新薬とブランドジェネリックの両方を扱
うことで、新薬メーカーとしての信用力を生かすとい
った方向性が考えられる。
　いずれにせよ、「取りあえず、製造できそうで販売で
きそうなものを出してみる」というやり方では傷が深
くなるばかりである。10年単位など長期的かつインド
ネシア周辺国への対応を含めた戦略立案と打ち手の立
案が必要となってくるだろう。
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